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中国残留邦人等に対する新たな支援策について  

1．新たな支援策の概要  
（1）趣  

○中国残留邦人等は、今次大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げる  
ことができず、引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた方々。  

○ このような中国残留邦人等が置かれている特別の事情にかんがみ、その老後の生  
活の安定のための特別の措置を講じる。  

くコア  

（2）新たな支援策  

○老齢基礎年金の満額支給（法改正事項）  参考資料P42参照   

参考資料P46参照   

参考資料P48参照   

・    ＝＝＝⊃－  

○老齢基礎年金を補完する支援給付（法改正事項）＝＝＝三＞  

○地域社会における生活支援（予算措置）  一     ＝＝＝－  



2．福祉事務所に求められる取組み   

（1）支援給付の実施機関となる場合の配慮   

支援給付制度の運用に当たっては、法律の規定に基づき、最大限の配慮  
を行うことが求められている。  

、lこ三ノ  
①支援給付を担当する部署に「支援・相談員」を配置。  

②支援給付の実施において生活保護とは異なる運用も措置。  

（2）運用上の留意事項  

①支援・相談員   
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中国語又はロシア語ができる支援  相談員を  

支援給付の実施機関へ配置し、中国残留邦人等のニーズに応じた助   等を行  昌   

うことにより安心した生活が送れるよう支援するものであるから、積極的な  
活用をお願いしたい。   



②生活保護との相違点（例）   

ア 支援給付開始申請時の資産の取扱い  

○預貯金や現金を保有している場合  
・・・老齢基礎年金が満額支給される際に手元に残ることとなる拠  

出保険料相当額の一時金と預貯金等（生命保険の解約返戻金を  
含む。）とを合算して、考齢基礎年金の満額支給に必要な40  
年間分の保険料相当の一時金の額（10，400円×12月×40年＝  
499．2万円）まで保有を認める 。  
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○不動産については、   
・－・生活保護制度に準じて長期生活支援資金（リバースモーゲージ）  

の貸付等を検討することとなる。  
ただし、実際の運用に当たっては、個々の事情に十分配慮する  

必要があることから、対象となる資産を保有する者から支援給付  
についての相談又は申請があった場合には、別途当省と個別に相  
談■協議願いたい。   



イ．収入認定の取扱い  

（ア）収入認定から除外されるもの  

○満額支給される老齢基礎年金と保険料を拠出した中国残留邦人等に  
支給される一時金は、全額収入認定から除外し、これら以外の収入も  
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（イ）収入申告の時期  

○開始申  
■    ■    ■  直近月の収入（同居している者の収入は原則として前年の所  

得額）を申告させる。  
○支援給付継続受給者   

■・・原則として年1回。前年1年分の収入総額を申告させる。  
2世等と同居している場合の2世等の収入申告は、前年の所得  

額を申告させる。  

ウ．そ の他   
○医療支援給付は、簡便な手続きで受診が可能となり、又、病院等の選択  
も原則自由。   

○ 中国残留邦人等が子と同居していることを理由に、支援給付が受けられ  
なくなることがないよう配慮。   

○中国等渡航期間中（原則1～2ケ月程度）も支援給付を継続支給。  
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3 その他、事業の推進に協力願いたい取り組み  

地域社会における生活支援（中国残留邦人等地域生活支援事業）の実施  

（1）目的   

中国残留邦人等は長期にわたり海外にあったため、言葉や生活習慣等の相違から   
定着先の地域社会において様々な困難に遭遇している現状を踏まえ、地域における   

多様な施設や活動等をネットワーク化し、中国残留邦人等が地域において生き生きと   

暮らすことができるよう地域支援を促進することを目的とする。  

（2）主な事業   

① 中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業  （参考資料P51参照）   

② 地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業（参考資料P52参照）   
③ 身近な地域での日本語教育支援事業  （参考資料P54参照）   

④ 自立支援通訳等派遣事業  （参考資料P54参照）   

※ いずれも、市区町村に対する補助事業（セーフティーネット支援対策等事業費  
補助金）として実施  

（3）福祉事務所の役割   

中国残留邦人等が居住する市区町村が地域住民やN PO、ボランティア団体等と   
連携して、地域が一体となり中国残留邦人等を支援するものであり、福祉事務所に   
おいても支援・相談員の家庭訪問等を通じて、中国残留邦人等のニーズを把握し、   
関係事業に適切に参加できるよう支援及び指導願いたい。   



（4）実施主体との連携   

○福祉事務所において、中国残留邦人等が必要とする支援事業のニーズ   
を把握した場合には、当該事業を管轄する実施主体と連携を図り必要な   
支援を受けられるよう配慮願いたい。  

一郡部においては、中国残留邦人等が広範囲に分散して居住し、町村が実施   
主体となることが困難な場合は、都道府県援護担当課が実施主体となること   
があるので、郡部を管轄する福祉事務所におかれては、各町村の支援事業の   
実施状況等を把握し、必要に応じ都道府県援護担当課（参考資料P5了）と連  
携願いたい。  

・市部においても都道府県援護担当課が中国残留邦人等の居住者数が少ない   
市に代わり事業を実施することがあるので、同様に留意願いたい。   



中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律  

の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）の概要  

○ 中国残留邦人等は、今次の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず、引き続き本邦以外   

の地域に居住することを余儀なくされた方々。  

11国民年金の特例等（老帯基礎年金の満額支給）  

① 永住帰国した中国残留邦人等で一定の要件を満たす者（以下「特定中国残留邦人等」という。）は、帰国前の国民年金制   
度に加入できなかった期間だけでなく、帰国後の期間についても、保険料を追納することができる。  

② 国は、特定中国残留邦人等に対して、全期間（40年分）の保険料相当額の一時金を支給することとし、その中から保険   
料追納分を控除して、当該中国残留邦人等に代わって保険料を納付する。  

2 支援艦付の実弟（老齢基層年金瀾麿による対応を補完する生溝支援）  

① 特定中国残留邦人等について、老齢基礎年金の満額支給に加えて、その者の属する世帯の収入が一定の基準に満たない場合   
には、支援給付を行う。  

② 収入の算出に当たっては、満鏡の老齢基礎年金及びそれ以外に収入があった場合はその一定の割合についても除くこととし、   
収入が増加するようにする。  

③ 支援給付の種類は、生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付等とする。  
④ 支援給付を受けている中国残留邦人等が死亡した場合は、配偶者に支援給付を行う。  
⑤ 支援給付の実施に当たっては、中国残留邦人等の置かれている事情に鑑み、必要な配慮をし、懇切丁寧に行うものとする。  
⑥ 以上のほか必要な事項については、生活保護法の規定の例による。  

3 譲渡等の禁止及び非課耕措置等  
01の一時金及び2の支援給付は、譲渡、担保、差押えができない、及び租税その他の公課を課することができない。  

4 訴訟費用の特例  

○ 訴訟上の救助により支払が猶予された費用について、本法公布後、原告が訴訟を取り下げ、請求を放棄し、又は裁判上   
の和解（訴訟を終了させるものに限る。）をした場合は、国は、これを請求することができない。   
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◎永続的に利用可能  

◎適所施設  

◎事業内容   

▲就労に結びつくような日本語習得支援  

・生活相談や帰国者同士などの交流支援   

■各地のボランティアの活動情報の収集と提供  等  

◎帰国後 6ケ月  
◎入所施設  

◎集団指導で  

・日本語教育  

・生活指導  

・就職相談 等  

◎定着後 8ケ月  
◎通所施設  

◎事業内容  

・日本語指導  

・生活指導  

・就職相談  等  

◎中国帰国者等への地域生活支援プログラムの実施  
◎地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業  

・地域住民の理解を得るための研修会開催に必要な経費の補助  
・地域住民や中国残留邦人等の調整を行う者（支援リーダー）の活動費補助 等  

◎身近な地域での日本語教育支援  
・地域ボランティアが実施する日本語教室に対する助成  
・民間日本語学校利用時の受講料補助 等  

◎自立支援通訳、自立指導員等の派遣費用の補助   

地
域
で
の
支
援
 
 

地域における多様な  

ネットワークを活用  

し、地域で安定して  

生活できる環境を構  

築する。  

三コ ▲  



中国残留邦人に対する新たな支援策のスキーム  

書の 老齢基礎年金の満額支給の実施と  
…直「補完する生活支援」を実施  
l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

② 生活保護とは別   
途の法律に基づく   

給付金制度。  

生活費のみなら   

ず、住宅費用、医   
療費、介護費用な   

ども個々の世帯の   

状況に応じて対応。  

「補完する生活  

支援」の給付金   

80，820円  

【生活扶助基準］   ［残留邦人世帯の生活費】′  

生活扶助責  
80，820円  

① 満額の基礎年金   

を支給。  

この年金は「補   

完する生活支援」   

の給付金と併給。   

年金  66008円  

※ 生活扶助基準は、1級地－1（例えば東京23区）の例。単身世帯。  
［今回の新たな支援策】  



3月24日 支援■相談員研修会での中国残留孤児訴訟弁護団  
の説明要旨から抜粋  

支援・相談員に就任された皆さんへ  

新たな支援策の実施に当たっての配慮について  
－「人間としての尊厳」」を回復できる運用と心配りを －  

○ 支援給付申請の窓口を担当されるにあたって  
（1）苦難の人生に耐えぬいてきた日本人、祖国日本を愛する日本人として、尊敬の気持ちで温かく  

接して下さい。  
（2）「生活保護ではない制度」が実感できるような接し方をお願いします。  

特に今回申請するのは、生活保護を受けてこなかった人。プライドもある。  
「厳しいチェック」ではなく「相談に乗る」という姿勢で。  

（3）中国との縁の深さ、日本の親族との縁の薄さについても理解を。  
（4）中国残留邦人の要求が制度上、実現困難な場合も、新たな支援策に対する期待の大きさを理解  

され、制度の仕組みを丁寧に説明して下さい。  
（5）支援給付以外の、様々な相談や要望についても、窓口になって下さい。   

○ 地域生活支援プログラムの策定■実施を担当されるにあたって  
支援・相談員は、市区町村の中で「中国残留邦人について最も深く理解している職員」という   

位置付け。地域生活支援プログラムの担当責任者や福祉事務所の職員に「意見を述べることがで   
き」、責任者や職員はその意見を「尊重する」とされている。中国残留邦人の本当の要望は何か   
を丁寧に把握し、市区町村の職員にニュアンスも含めて臆することなく伝え、真に役立つ支援政   
策が立案・実行されるようご尽力をお願いします。   



医療給付手続きの流れ  

生活保護（医療扶助）給付手続  残留邦人（医療支援給付）給付手続  

①医療扶助の申請  

【本人→福祉事務所】  

・受診の希望を福祉事務所へ連絡  

①医療支援給付の申請   

【本人→支援給付の実施機関】  

同左  

本
人
負
担
軽
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、
支
援
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療
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②要否意見書の交付   

【福祉事務所→本人→医療機関】  

・給付要否意見書を交付し、医療機関  

において所要事項の記入を受けた  

上で福祉事務所に提出するよう指  

※ 医療機関は、本人の希望を参考  

上⊆＿ヒ⊇つ、福祉事務所において近  

隣の医療機関を選定  

②要否意見書の交付   

【実施機関→医療機関】  

同左  

※ 医療機関は、本人の希望  

に基づき選定  

＝●■‖■l＝●＝■＝＝＝■＝■■－ 

③要否意見書の提出   

【塁塵麹関→本人→福祉事務所】  

・医療機関において、傷病名、医療の  

要否、治療見込期間等の記入を受け  

た上で、福祉事務所に提出  

※ 要否意見書は原則3か月（最長  

6か月）毎に提出を求める  

③要否意見書の提出  

【医療機関→実施機関】  

同左  

④医療券の交付   

【福祉事務所→杢△】  

・患者氏名、有効期間（1か月単位）、  

受診医療機関、傷病名、本人支払  

額等を記載した医療券を発行  

※ 受診医療機関は、原則として  

要否意見書に記載した医療機関  

とする  

④医療券の交付  

【実施機関→医療機関】  

同左   

⑤医療券の確認・受診   

【本人→医療機関】   

・「本人確認証」を医療機関窓口で提示  

・医療機関においては、「本人確認証」   

と「医療券」を確認して治療を行う。  

⑤医療券の確認・受診   

【本人→医療機関】  

・医療券を医療機関で提示し、受診  

する。  

41   



中国残留邦人等に対する新たな支援策について  

（1）老齢基礎年金の満額支給  

留
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邦人等の多くは、日本語が不自由であることなどにより、  
も十分就労できない状況にあったことから、帰国前の期間の  

保険料を追納できないばかりか、帰国後の期間についても保険料を  
十分納めることができなかったため、その年金額は十分なものとは  

い難い状況。  
このため」帰国前の公的年金に加入できなかった期間だけでなく、  

帰国後の期間についても、特例的に保険料の追納を認めるとともに、  
追納に必要な額は、全額国が負担することにより、満額の老齢基礎  
年金の支給が受けられるようにするもの。  

■－－一′，√ 【 一′・ゝ－・∴止i▲・Tゝ ニ∴ナ∵．   



②対象者  
本邦に永住帰国した中国残留邦人等（樺太残留邦人を含む。）で次のいずれの   

要件も満たす者（以下「特定中国残留邦人等」という。）  

ア 明治44年4月2日以後に生まれた者  

イ 昭和21年12月31日以前に生まれた者（昭和22年1月1日以後に生まれ、昭和21年12月   

31日以前に生まれた中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者を含む。  

ただし、60歳以上の者に限る。）  

り 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している着  

工 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した者  

③制度の概要  
ア 保険料相当額の一時金支給と保険料の代理追納  

特定中国残留邦人等に対し、国が老齢基礎年金の満額支給に必要な全期間分（最   
大40年間分）の保険料相当の一時金を支給し、その中から、保険料追納分を控   
除し国が当該特定中国残留邦人等に代わって納付。  
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イ 拠出した保険料相当分の支給  
既に、特定中国残留邦人等が保険料を拠出している期間に相当する分について   

は、保険料の追納は行わず、当該中国残留邦人等に直接支払い。  

④老齢基礎年金の額改定  
申請が認められた年金受給中の特定中国残留邦人等については、平成20年3   

月以降、②のアの一時金の支給の際に追納保険料が納付され、追納された月の翌   
月分から老齢基礎年金が満額に改定されることとなっている。  

また、申請が認められた65歳前の特定中国残留邦人等の老齢基礎年金は、繰   
上げ請求がなければ65歳から満額で支給開始。  

⑤繰上げ年金の額の改定に係る特例  
老齢基礎年金を満額支給するための一時金の支給対象者で、繰上げ請求により   

既に65歳前から減額された老齢基礎年金の支給を受けている者について特例が   
設けられ、この特例による調整を申し出れば、減額がない満額支給を受けること   
ができるよう措置。  
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（参考）申請から年金額改定までの流れ  
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⑫ 改定後の年金を支給  
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（2）老齢基礎年金を補完する支援給付  

①制度の概要   

支援給付は、老齢基礎年金を受給してもなお生活の安定が図れない中国残  
留邦人等に対し、老齢基礎年金制度による対応を補完する制度として設けら  
れたものであり、その内容は基本的には「生活保護法」の例によるものとし  

ている。  （改正法第14条第1項～第4項）  

＜支援給付の種類＞  

ア 生活支援給付  

イ 住宅支援給付  

り 医療支援給付  

工 介護支援給付 等  

＜実施機関＞   

支援給付の実施機関は、生活保護法の規定の例により都道府県知事、市長  
及び福祉事務所を管理する町村長が実施機関となるが、支援給付の実施に当  
たり、実際の事務をどの部署で担うかについては、各自治体の判断としてい  
る。  
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②対象者  

ア上記（1）②の特定中国残留邦ネ等とその配偶者で、世帯の収入が  
一定の基準に満たない者  

イ 支援給付を受けている特定中国残留邦人等が死亡した場合の配偶者  
り支援給付に係る改正法の施行（平成20年4月1日）前に、60歳  
以上で死亡した特定中国残留邦人等の配偶者で、法施行の際現に生活  
保護を受けている者   



（3）地域社会における生活支援（予算措置）  

①支援の内容   

中国残留邦人等が地域において生き生きと暮らすことができるよう、   

地域における多様な施設や活動等をネットワーク化し、地域支援を促   

進する。  

ア中国帰国者等への地域生活支援プログラム事業  
イ 地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業  

り 身近な地域での日本語教育支援事業  
工 自立支援通訳派遣事業  

②対象者   

原則として、本邦に永住帰国した中国残留邦人等（特定中国残留   
邦人等の要件に該当しない者を含む）とその同伴家族  

．
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【中国残留邦人等地域生活支援事業の実施】   

○中国残留邦人等が地域において生き生きと暮らすことができるよう、地域における多様な   
施設や活動等をネットワーク化し、地域支援を促進する事業。  

地域においては、そこで暮らす方々、社会福祉や教育などの関連分野の関係者、  
さらに、地域社会を形成する他の様々な専門家個体一機関によって構成されている0  

このような方々や組織の活動・取組のつながりと連携を取りながら中国残留邦人等の方々が地域の一員として安心して生活できる  

環境を構築し、社会的自立を促すものである。  

公民館   




